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 佐賀県告示第 338 号 

 道路法（昭和 27年法律第 180 号）第 18 条第２項の規定により、次のとおり

道路の供用を開始する。 

 その区間を表示した図面は、平成 30 年８月 28 日から平成 30年９月 27日ま

で佐賀県県土整備部道路課及び杵藤土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成 30 年８月 28 日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

道路の種類

及び路線名 
供用開始の区間 供用開始の期日 

県道 

多良岳公園

線 

藤津郡太良町大字多良字上中山 8481 番１

地先 

藤津郡太良町大字多良字上中山 8529 番１

地先 

平成 30．８．28 

藤津郡太良町大字多良字下中山 8712 番２

地先から 

藤津郡太良町大字多良字下中山 8730 番２

地先まで 

〃 

藤津郡太良町大字多良字上川原 6372 番８

地先から 

藤津郡太良町大字多良字地蔵 6701 番１地

先まで 

〃 

県道 

久間白石線 

杵島郡白石町大字辺田字三社 2969 番３地

内 

〃 

県道 

奥山鹿島線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿島市大字音成字高野平丁 205 番４地先

から 

鹿島市大字音成字高野平丁 161 番２地先

まで 

〃 

鹿島市大字音成字片木丁 325 番５地先か

ら 

鹿島市大字音成字片木丁 373 番２地先ま

で 

〃 

鹿島市大字音成字赤岩丁 492 番 38 地先か

ら 

鹿島市大字音成字瀬戸丁 32番４地先まで

〃 

鹿島市古枝字鳴瀬乙 3788 番１地先から 

鹿島市古枝字立石乙 3763 番１地先まで 

〃 
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 鹿島市古枝字立石乙 3724 番１地先から 

鹿島市古枝字藤ノ瀬乙 3525 番２地先まで

〃 

鹿島市古枝字米角甲 1229 番１地先から 

鹿島市古枝字通山甲 1133 番７地先まで 

〃 

県道 

皿屋三河内

線 

嬉野市嬉野町大字吉田字馬場野乙 2166 番

１地先から 

嬉野市嬉野町大字吉田字上申乙 3043 番１

地先まで 

〃 

嬉野市嬉野町大字吉田字中尾立乙 2955 番

１地先から 

嬉野市嬉野町大字吉田字打越乙 2625 番１

地先まで 

〃 

鹿島市大字三河内字宇土丁 2004 番４地先

から 

鹿島市大字三河内字宝畑丁 1720 番２地先

まで 

〃 

鹿島市大字三河内字狩集丁 1808 番１地先

から 

鹿島市大字三河内字狩集丁 1899 番１地先

まで 

〃 

 


